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１ 設計に関する注意事項 

事       例 問   題   点 望 ま し い 例 

① 器具トラップの確認 

 ・ 単独処理浄化槽又はくみ取り便所から下水

道接続へ転換する排水設備工事において、洗

濯排水に器具トラップが設置されていない

にもかかわらず、トラップますを設置してい

ない。 

・ トラップが設置されていないと排水

管の臭気や害虫が屋内に侵入する恐れ

がある。 

・ 全ての排水器具について器具トラップの有無を確認する。 

・ 器具トラップが無い場合は、トラップますを設置することで

トラップを確保する。 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ16、Ｐ40≫ 

② グリース阻集器の設置 

・Ａ：グリース阻集器の上流にトラップます 

を使用している。 

・Ｂ：グリース阻集器が油脂の排出元から離 

れた場所に設置されている。 

・Ａ：グリース阻集器はトラップの機能

を有することから、二重トラップ

となってしまう。 

・Ｂ：油脂の排出元とグリース阻集器と

の間の排水管が閉塞する恐れがあ

る。 

・Ａ：グリース阻集器の上流にはトラップますを設置しない。 

 

・Ｂ：グリース阻集器は可能な限り油脂の排出元の近くに設置す

る。 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ22≫ 

③ ドロップますの設置（こう配との関係） 

 ・ 排水管にドロップますを設置したうえで、

こう配を 1％としている。 

※ 排水管の管径：100ｍｍ 

・ 管径 100ｍｍの場合、最小こう配は

1％とすることが可能であるが、こう

配が小さくなると掃流力が低下し、排

水管が閉塞する恐れがある。 

・ 管径 100ｍｍの場合、こう配は可能な限り 2％に近くなるよう

設計する。 

※ ドロップますは必ず設置しなければならないものではな

い。 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ34≫ 

④ ドロップますの設置（最小落差） 

 ・ ドロップますの流入側と流出側との落差

が 190ｍｍに満たない。 

※ ドロップますの寸法「100-150」 

・ ドロップますの寸法が「100-150」の

場合、最小落差は通常 308ｍｍ 

 ※ 片受けエルボを使用した場合の最

小落差は 190ｍｍ 

・ ドロップますの最小落差より小さい落差については、上流の

排水管の高さを調整するか、又は適切な流速を確保できる範囲

で排水管のこう配を調整して解消する。 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ39≫ 

⑤ ドロップますの設置（ます深と内径） 

 ・ ドロップますのます深が 80㎝以上である

にもかかわらず、内径が 20㎝となっていな

い。 

 

・ ますの内径は排水管の管径や排水管

の清掃などの維持管理を考慮する必要

があるが、ます深が 80㎝以上の場合、

20㎝を標準とする。 

・ ドロップますのます深については、上流側の深さまでをます

と考え、それより下の部分は排水管と考える。上流側の深さが

80㎝以上であれば内径 20㎝のふたを設置する。 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ37、Ｐ40≫ 
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事       例 問   題   点 望 ま し い 例 

⑥ 排水管の屈曲点への汚水ますの設置 

・ 排水管の屈曲点に汚水ますが設置されてい

ない。 

 

・ 排水管の屈曲点で管の閉塞が発生し

やすい。 

・ 排水管の屈曲点には必ず汚水ますを設置する。 

 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ36≫ 

⑦ 排水管のこう配の変化点への汚水ますの設置 

・  排水管のこう配の変化点に汚水ますが設置

されていない。 

・ 排水管のこう配の変化点で管の閉塞

が発生しやすい。 

 

・ 排水管のこう配の変化点には必ず汚水ますを設置する。 

 

 

 ≪「排水設備の設計と施工」Ｐ36≫ 

⑧ 汚水ますの間隔が大きくなる場合 

・ 汚水ますの間隔が管径の 120倍（管径 100

ｍｍの場合、１２ｍ）を超える場合に、その

中間に設置する汚水ますの位置がどちらか一

方に偏っている。 

・ 一方のますの間隔が大きくなり、維

持管理が困難となる恐れがある。 

・ 汚水管が詰まった場合の対応等の維持管理のしやすさを考慮

し、排水管の中間に設置するますは可能な限り中央付近に設置

する。 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ36≫ 

⑨ トイレ排水の合流点に設置する汚水ます 

・ トイレ排水の合流点の汚水ますに「90Ｙ

Ｓ」を使用している。 

・ トイレ排水の合流点で汚水が逆流し

排水管が閉塞する恐れがある。 

・ トイレ排水の合流点には逆流防止効果の高い「45ＹＳ」又は

「ＷＬＳ」を使用する 

※ 逆流防止効果 45ＹＳ ＞ 45Ｙ ＞ 90ＹＳ ＞ 90Ｙ 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ38≫ 

⑩ 枝管の掃除口の設置 

・ 排水枝管の屈曲点に掃除口が設置されて 

いない。 

・ 排水管の屈曲点で管が閉塞しやす

い。 

・ 排水管が閉塞した場合の対応が困難

である。 

・ 排水枝管の屈曲点に掃除口を設置する。 

・ 排水枝管を屈曲させなくてよい場所に汚水ますを設置する。 

 

⑪ トラップますに接続する枝管 

・ トラップますに接続する枝管で 45度エル

ボ等を用いて高さ調整を行っている。 

・ 排水管の屈曲点で管が閉塞しやす

い。 

 

・ トラップますのトラップ部で高さ調整を行う。 

※ 排水枝管には可能な限り屈曲点を設けない。 

 

 

⑫ 汚水ますの鉄蓋の設置 

・ みかげ蓋では、破損の恐れがある場所に 

設置している汚水ますに、鉄蓋が設置されて

いない。 

 

・ 破損したみかげ蓋は、排水管の閉塞

の原因となる恐れがある。 

・ 下水道センターに流れ着くと、処理

機能に影響を及ぼす恐れがある。 

・ トラックなどの重い車両が通行する場所にある汚水ますに

は、鉄蓋を使用する。 
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２ 施工に関する注意事項 

事       例 問   題   点 望 ま し い 例 

①  汚水の滞留 

 ・ 排水管内で砂利が詰まり、汚水の滞留が発

生した。 

・ 汚水の流下能力の低下により、管の

閉塞が生じる恐れがある。 

・ 施工にあたっては、土砂等の固形物が管内に入らないよう十

分に注意する。 

・ 排水管内に土砂の残留等が無いかどうか確認し、残留してい

る場合は取り除く。 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ53≫ 

②  公共ますへの接続（たぬき堀り） 

 ・ 公共ますに排水管を接続する際、公共ます

の防護ふたをいったん撤去せず、たぬき掘り

で接続部を露出させた。 

・ 埋戻しの際に十分な転圧をすること

が難しく、公共ますの周囲が陥没する

恐れがある。 

・ 公共ますに排水管を接続する際は、公共ますの防護ふたをい

ったん撤去してから周辺を掘削する。 

・ 埋戻しの際は、転圧を十分に行う。 

③  公共ますへの接続（防護ふたの向きの誤り） 

 ・ 公共ますへの排水管の接続にあたり、いっ

たん撤去した防護ふたを元に戻す際、防護ふ

たの向きを変えてしまった。 

・ 防護ふたが開く向きが変わってしま

うため、防護ふたの開閉や排水管の閉

塞時の対応に支障が生じる恐れがあ

る。 

・ 撤去した防護ふたを元に戻す際は、向きを撤去前と同じにす

る。 

④  公共ますへの接続（防護ふたの位置のずれ） 

・ 公共ますへの排水管の接続にあたり、いっ

たん撤去した防護ふたを元に戻す際、内ふた

の中心と防護ふたの中心とがずれてしまっ

た。 

・ 内ふたの開閉ができなくなる等、維

持管理に支障が生じる恐れがある。 

・ 撤去した防護ふたを元に戻す際は、防護ふたの中心を内ふた

の中心に合わせる。 

⑤  排水管の敷設 

 ・ 作業員が埋設前の排水管の上に乗って作業

を行った。 

 ・ 排水管の下に土のうを置いて作業を行っ

た。 

・ 排水管のこう配の狂い、たわみ等に

より、汚水の滞留が発生する恐れがあ

る。 

・ 排水管のこう配の狂い、たわみ等が発生しかねない行為は厳

に慎む。 

 

 

⑥  雨水排水管の道路側溝への接続 

 ・ 道路側溝を削孔した後、管口周りが補修さ

れていない。 

・ 民地側の土砂が吸い出される恐れが

ある。 

・ 雨水排水管の管口周りをモルタル充填すること。 

 

 

 

 

公共桝付近の陥没が発生しています 



 

令和 6年度 下水道排水設備指定工事店事務連絡 別紙資料 

排水設備工事の設計及び施工に関する注意事項 

4 

 

３ 阻集器に関する注意事項 

事       例 問   題   点 適 切 な 対 応 

① グリース阻集器の維持管理がされていない 

 ・ 排水設備工事終了後の完了検査でグリース

阻集器を確認したところ、槽内に大量の油脂

が付着していた。 

 ・ 使用中のグリース阻集器について立入検査

を行ったところ、槽内に大量の油脂が付着し

ていた。 

・ グリース阻集器の維持管理を適切に

行わない場合、油脂類を適切に除去す

ることができず、排水管又は下水道本

管の閉塞を引き起こす恐れがある。 

・ 特に下水道本管の閉塞を引き起こし

た場合、復旧に多額の費用（数十万円

から数百万円）を要するだけでなく、

周辺の建物に汚水の逆流等の被害が及

ぶ恐れがある。 

・ 使用者に対し、維持管理の必要性を十分に説明する。 

 

 

≪「排水設備の設計と施工」Ｐ22≫ 

② 容量算定書の未添付 

 ・ グリース阻集器又はオイル阻集器を設置す

る排水設備工事において、計画（変更）確認

申請に阻集器の容量計算に用いた算定書が

添付されていない。 

・ グリース阻集器又はオイル阻集器を

設置する際は、計画（変更）確認申請に

容量算定書の添付が必須である。 

・ 阻集器の容量を誤った場合、油脂等

を十分に除去することができず、排水

管又は下水道本管の閉塞を引き起こす

恐れがある。 

・ 阻集器を設置する際は、計画（変更）確認申請に容量算定書

を添付する。 

・ 容量計算にあたっては、日本阻集器工業会が定める選定基準

や阻集器の製造者が定める算定式を用いる等、適切な方法によ

り行う。 

 

 

③ 阻集器からの排水の誤接続 

 ・ 屋内にある車両の分解整備場の排水につい

て、オイルが含まれることからオイル阻集器

を設置したが、オイル阻集器を経由した排水

を雨水排水系統へ接続してしまった。 

・ 屋内で発生した排水は下水道へ接続

しなければならない。 

・ 誤って雨水排水系統へ接続してしま

った場合、下水道へ接続するための再

工事に多額の費用を要する恐れがあ

る。 

・ 屋内で発生した排水は下水道へ接続する。 

 

 

 

 

④ 当初予定していなかった阻集器の設置 

 ・ 計画確認申請の際はグリース阻集器を設置

する予定は無かったが、急きょ予定を変更

し、グリース阻集器を設置した。 

・ グリース阻集器の設置について市の

確認が無いまま設置されることにな

る。 

・ 阻集器の容量を誤った場合、油脂等

を十分に除去することができず、排水

管又は下水道本管の閉塞を引き起こす

恐れがある。また、閉塞の復旧や適正

な容量の阻集器への入替え等に多額の

・ 計画確認申請の許可後に、阻集器を設置することとなった場

合は、工事着工前に変更確認申請書を提出し、市の許可を受け

てから設置する。 

 

 

 

 



現場事務所等の排水設備工事の取り決めについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検査済証の交付はありません。 

・工事内容を問わず露出配管をする場合は人や動物の往来等による損傷を防ぐための対策をあらかじめ講じてください。 

 

工事内容 接続ますへの接続方法 排水管の布設基準 

現場事務所および

仮設トイレ 

『上越市下水道条例』では、「公共下水道に汚水を流入さ

せるため設ける排水設備は、接続ます等に固着させる」必

要があることから、排水管は接続ますにしっかり固定さ

れ、接続部分は完全に密閉されていることを前提として

います。 

 

接続ますを開け、地上から落とし込む場合であっても以

下の点について留意してください。（図 1参照） 

 

＜留意事項＞ 

固定性・・・排水管がしっかりと固定され、外力が加わっ

ても接合部が容易に動かない構造としてください。 

 

密閉性・・・排水設備の目的とする排水以外の雨水や土砂

の流入、臭気の発散等の防止措置を講じてください。 

 

 

露出配管とする場合は耐候性に留意し、VP（肉厚管）を

使用してください。 

ただし、排水設備の使用が冬期間（１２月１日から３月３

１日まで）にかかることが当初から判明している場合は

地中配管で計画してください。 

使用期間が冬期間にずれ込んでしまった場合は、凍結被

害が生じないよう適当な材料で防護してください。 

イベント 

露出配管とする場合は耐候性に留意し、VP（肉厚管）を

使用してください。 

 


